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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年６月28日に提出いたしました第25期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等

(4) 役員の報酬等

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第４ 【提出会社の状況】

 

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(4) 【役員の報酬等】

（訂正前）

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬額は、各取締役の貢献度や業績を考慮したうえで、今後の経営戦略を勘案し、2015年６月26日

開催の第21回定時株主総会で決議された年額500,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含

まない。）の範囲で、取締役会において決定しております。

監査役の報酬額は、常勤・非常勤の別、監査業務等を勘案し、2015年６月26日開催の第21回定時株主総会で

決議された年額300,000千円の範囲で、監査役の協議により決定しております。

 
（訂正後）

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役の報酬の額については、取締役会として代表取締役兼会長に一任することとしており、固定報酬であ

ります。代表取締役兼会長は、2015年６月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額500,000千円以内

（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）の範囲で、個々の職責や貢献、会社の業績等を勘

案して各人別の報酬額を決定しております。

当該事業年度における固定報酬の額は、2018年６月27日開催の取締役会において上記の方針に基づき審議の

上、決議いたしました。

監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しており、固定報酬であります。2015年６月26日開催の第21回

定時株主総会で決議された年額300,000千円の範囲で、常勤・非常勤の別、監査業務等を勘案し、監査役の協議

により決定しております。
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